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第１章 はじめに 

１．方針策定の背景・目的 

本市の公共施設等1）は、昭和 40 年代から 50 年代までにかけて人口が急増したこ

とにより、それに伴う行政需要に対応するために整備したものが多く、間もなく更

新（建替え）の時期を迎えようとしています。 

一方、本市の人口は近年も増加してはいますが、長期的には人口減少や少子高齢

化が緩やかに進み、生産年齢人口の減少による市税等の自主財源の減少や高齢化に

よる社会保障費の増加等が見込まれ、今後の公共施設等の修繕や更新に充てられる

財源の確保が大きな課題となることが懸念されます。 

そのような状況の中、市民ニーズや財政状況等の社会情勢の変化に合わせ、公共

施設等の「質」と「量」の最適化を行うとともに、適切な投資を継続的に行うこと

で、市民生活に必要な施設の機能を維持し、安全な施設を持続的に提供する必要が

あります。 

このため、本市では、公共施設等の課題を整理し、その対策の方向性を明らかに

するための富士見市公共施設等総合管理方針を策定し、行政経営の視点から総合的

に企画、管理及び運営を行う公共施設等マネジメントを推進します。 

 

  

 

 

1 ）公共施設等とは、本方針においては市が管理する公共建築物及び工作物を指す。具体的には、いわゆるハコ

モノである公共建築物のほか、道路、橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道）等の産

業や生活の基盤として整備されるインフラ施設を併せて「公共施設等」とする。 
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２．方針の位置づけ 

本方針は、「富士見市総合計画2）」に基づき、公共建築物とインフラ施設3）の適正

な管理や利活用等について定めるものです。 

また、総務省から策定を要請された「公共施設等総合管理計画」に相当するもの

です。 

 

 

 

 

  

 

 

2 ）「富士見市総合計画」とは、本市のまちづくりの長期的な展望を示し、目指すべき目標を定めたもので、「基

本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成されている。 

3 ) インフラ施設とは、産業や生活の基盤として整備される、道路、橋りょう、農道、林道、河川、公園、護

岸、上水道、下水道等の施設（それらと一体となった公共建築物を含む。）を指す。 
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３．計画期間 

本方針の計画期間は、公共施設等の修繕・維持管理、更新等が長期に及ぶこと

を考慮し、令和 3年度から令和 42年度までの 40年間とします。 

 

 

 

 

 

４．対象範囲 

本方針の対象は、本市が管理する公共建築物及びインフラ施設とします。 

 

 

 

  

普通会計

公営事業会計

公

共

施

設

等

・学校教育施設（小学校、中学校、特別支援学校、その他教育施設）

・生涯学習施設（公民館、交流センター、コミュニティセンター、図書館、資料館、

スポーツ施設、集会所、文化会館）

・福祉施設（児童福祉施設 (保育所、放課後児童クラブ、児童館) 、高齢者福祉施設、

その他福祉施設）

・行政施設・その他施設（庁舎、出張所、防災施設、市立自転車駐車場、その他施設）

・道路、橋りょう、河川護岸、排水施設

・公園（都市公園）

・上水道（水道施設）

・下水道（下水道施設）

公共建築物

インフラ施設

インフラ施設
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

１．公共施設等の状況 

(1)施設保有量の推移 

①公共建築物 

・市が保有する公共建築物は複合施設内の主従施設を合わせ 125 施設あり、延床

面積は 196,110 ㎡です。 

・学校教育施設が全体の約 65%を占めています。 

 

 

【公共建築物の年代別整備状況】 

 

（令和元年度末現在） 

※ 複合施設の面積は、主たる施設の類型に面積を計上しています。 

※ 延床面積は、市が保有する施設の面積としています。 

※ 整備年度・経過年数の詳細は、「第５章 資料 １．公共施設等の保有量」をご

覧ください。  
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【公共建築物の施設類型別の数量】 

 

（令和元年度末現在） 

※ 複合施設の面積は、主たる施設の類型に面積を計上しています。 

※ 延床面積は、市が保有する施設の面積としています。 

 

②インフラ施設 

・道路は、一般道路・自転車歩行者道を合わせ、総延長約 400㎞を管理していま

す。 

・橋りょうは、108 本を管理しており、県から移譲を受けた小規模橋りょうに整

備年度が不明の橋が多くあります。 

・河川護岸は約 6 ㎞、排水施設は 40 か所、都市公園4）は 54 施設を管理していま

す。 

・上水道は、総延長約 250㎞の上水道管のほか、浄水場・配水場を管理していま

す。 

・下水道は、総延長約 370㎞の下水道管を管理しています。 

 

道路 

分類 実延長 道路面積 

一般道路 

幹線一級市道5） 25,945ｍ 319,487㎡ 

幹線二級市道6） 22,693ｍ 149,458㎡ 

その他市道 350,552ｍ 1,462,631㎡ 

合計 399,190ｍ 1,931,576㎡ 

自転車歩行者道 5,318ｍ 15,332㎡ 

（令和元年度末現在）  

 

 

4 ）都市公園とは、都市公園法に基づく公園で、誘致圏域、機能、目的、利用対象等により、12種別に大別され

る。 

5 ）幹線一級市道とは、地方生活圏及び大都市圏域の基幹的道路網を形成するのに必要な道路で、一般国道及び

都道府県以外の道路のうち、主要集落（戸数 50戸以上）とその集落に密接な関係がある主要集落とを連結

する道路など所要の条件に該当するものである。 

6 ）幹線二級市道とは、幹線一級市道以上の道路を補完し、基幹道路網の形成に必要な道路で、集落（25戸以

上）相互を連絡する道路など所要の条件に該当するものである。 
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【橋りょうの年代別整備状況】 

 

（令和元年度末現在） 

※ 整備年度・経過年数の詳細は、「第５章 資料 １．公共施設等の保有量」をご

覧ください。 

 

 

河川護岸 

種別 河川の名称 
延長 

整備年度 
左岸 右岸 計 

準用河川7）（荒川水系） 

旧新河岸川 500ｍ 300ｍ 800ｍ H10～H13 

富士見江川 2,740ｍ 2,740ｍ 5,480ｍ S40 年代、H2～H8、他 

合計 － － 6,280ｍ  

（令和元年度末現在） 

 

 

排水施設 

種別 整備実績 

排水施設 
排水機場（25か所）アンダーパスポンプ（8か所） 

樋管（4か所） 一般下水道ポンプ（3か所） 

（令和元年度末現在） 

 

 

7 ）準用河川とは、河川法に基づく一級河川及び二級河川以外の河川のうち、市町村長が公共性の見地から重要

と考え、指定した河川を指す。 
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【都市公園の年代別整備状況】 

 

（令和元年度末現在） 

※ 整備年度・経過年数の詳細は、「第５章 資料 １．公共施設等の保有量」をご

覧ください。 

 

 

【上水道管の年代別整備状況】 

 
（令和元年度末現在） 

※ 整備年度・経過年数の詳細は、「第５章 資料 １．公共施設等の保有量」をご

覧ください。  
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浄水場・配水場 

施設名 竣工年度 配水量 

南畑浄水場 昭和 40年度 1,450㎥/日 

水谷浄水場 昭和 46年度 8,690㎥/日 

東大久保浄水場 昭和 48年度 20,610㎥/日 

鶴瀬西配水場 平成 4年度 14,000㎥/日 

（令和元年度末現在） 

 

 

【下水道管の年代別整備状況】 

 

（令和元年度末現在） 

※ 整備年度・経過年数の詳細は、「第５章 資料 １．公共施設等の保有量」をご

覧ください。 
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(2)有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率8）は、公会計の財務諸表を用いた、公共施設等の取得

からの経過割合を表したもので、類似団体9）の比較に利用する参考指標です。 

本市の平成 30年度の有形固定資産減価償却率は、64.7％です。本市の場合、類

似団体よりも高く、上昇傾向にあります。主な要因としては、延床面積が大きい

市役所本庁舎や小学校・中学校・特別支援学校の校舎の多くが昭和 40年代、50年

代に集中して整備されたことなど、公共建築物の約 7 割が築 30 年以上経過して

いる状況にあるからです。 

 

【有形固定資産減価償却率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有形固定資産減価償却率算定式】 

 

※土地等の非償却資産：貸借対照表の事業用資産の土地、立木竹、建設仮勘定、

インフラ資産の土地、建設仮勘定及び物品の合計 

 

 

 

 

8  ）有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合

を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度減価償却が進んでいるかを全体として

把握することが可能となる指標を指す。 

9  ）類似団体とは、総務省の「平成 30年度類似団体別市町村財政指数表」で本市と同じ類型に属する団体を指

す。本市は同表においてⅢ-1 類型に分類され、全国では 21市が、県内では深谷市と朝霞市がこれに該当

する（Ⅲ-1類型の要件①人口：10万人以上 15万人未満②産業構造：第二次産業・第三次産業の就業者数

が 55％以上 90％未満）。 

出典：財政状況資料集（平成 30年度） 

富士見市 

類似団体内平均値 

類似団体内の 

 最大値及び最小値 

平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 

(年度) 
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(3)過去に行った対策の概要 

①公共施設マネジメント啓発 

・公共施設マネジメントの必要性を啓発するため、庁内では毎年職員研修会を実

施し、市民向けには、ワークショップやパネル展、講演会の開催などに取り組

んでいます。 

 

②点検・診断等の実施体制の整備 

・公共建築物の施設管理者等が施設を適切に管理するため、施設点検マニュアル
10）及び劣化状況調査マニュアル11）を作成し、日常点検や劣化状況調査を含む定

期点検を実施しています。 

 

③指定管理者制度の活用 

・次の施設について、指定管理者制度12）を活用し、施設の管理や運営を行ってい

ます。 

№ 施設の名称 № 施設の名称 

1 市民文化会館キラリふじみ 17 市民福祉活動センター 

2 針ケ谷コミュニティセンター 18 老人福祉センター 

3 鶴瀬放課後児童クラブ 19 みずほ台駅東口市立自転車駐車場 

4 水谷放課後児童クラブ 20 みずほ台駅西口市立自転車駐車場 

5 南畑放課後児童クラブ 21 みずほ台駅西口市立第２自転車駐車場 

6 関沢放課後児童クラブ 22 みずほ台駅西口市立第３自転車駐車場 

7 勝瀬放課後児童クラブ 23 鶴瀬駅東口市立自転車駐車場 

8 水谷東放課後児童クラブ 24 ふじみ野駅東口市立自転車駐車場 

9 諏訪放課後児童クラブ 25 ふじみ野駅西口市立自転車駐車場 

10 みずほ台放課後児童クラブ 26 ふじみ野駅西口市立第２自転車駐車場 

11 針ケ谷放課後児童クラブ 27 ふじみ野駅西口市立第３自転車駐車場 

12 ふじみ野放課後児童クラブ 28 市民総合体育館 

13 つるせ台放課後児童クラブ 29 富士見ガーデンビーチ 

14 関沢児童館 30 中央図書館 

15 諏訪児童館 31 図書館ふじみ野分館 

16 ふじみ野児童館 32 図書館鶴瀬西分館 

 

 

 

10  )施設点検マニュアルとは、施設管理者等が、日常における公共建築物の提供に支障を来さないよう維持管

理するために行う定期点検の実施方法と不都合が発見された場合の対応を解説したマニュアルを指す。 

11 )劣化状況調査マニュアルとは、施設管理者等が、現在の公共建築物の劣化状況を的確に把握し、必要な保全

工事の内容や時期等を適正に計画するために行う劣化状況調査の実施方法を解説したマニュアルを指す。 

12 )指定管理者制度とは、平成 15年の地方自治法の改正により創設された制度で、地方公共団体が指定した法

人又は団体（指定管理者）が公の施設を管理することができるものである。 
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④PFIによる小学校、図書館及び放課後児童クラブの整備・維持管理運営の実施 

   ・市立鶴瀬西小学校と市立上沢小学校を統合した「市立つるせ台小学校」と「市

立図書館鶴瀬西分館」及び「市立つるせ台放課後児童クラブ」を複合した施設

並びにこれらに附帯する工作物等を一体で新設するとともに、本施設の整備及

び維持管理・運営を PFI13）で実施しました。 

 

事業期間 設計・建設 維持管理・運営 

16年（平成 19年 3月～令和 5年 3月） 1年 7か月 約 14年 

  

 

 

13 ）PFIとは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービス

の提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方に基づく手法

を指す。 
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２．総人口や年代別人口についての今後の見通し 

(1)人口の推計 

令和 2 年 5 月に策定した人口ビジョンの独自推計では、令和 7 年をピークに人

口が減少に転じ、令和 42年には、94,352人と 10万人を下回ると推計しています。 

これに対し、令和 42 年までに市民の希望出生率（2.0）を達成することとした

場合の令和 42年における展望人口数は、103,451人となる見込みです。 

各年齢区分別の人口の推移を見ると、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15

～64 歳）は減少傾向にあり、老年人口（65 歳以上人口）は増加傾向にあります。

特に 75 歳以上の老年人口が増加する見込みとなっており、少子高齢化が進むこ

とが予想されます。 

 

【独自推計と人口の将来展望による推計の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来展望人口の４区分別人口の比較】 

 

 

  

 出典：富士見市人口ビジョン（令和 2年 5月） 
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(2)社会状況の変化への対応 

少子高齢化社会では、高齢者福祉や子育て支援の充実、健康づくりの推進等の

市民ニーズが多様化し、それに対応する公共サービスの提供や環境づくりなど、

きめ細かな対応が必要です。 

また、市民、市民団体、ＮＰＯ法人等が地域づくりの担い手等として様々な活

動を展開しており、利用者が多目的に利用することができる施設の提供が求めら

れています。  
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３．公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みや

これらの経費に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等 

 

(1)更新等経費に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み 

 

①歳入 

普通会計14）の歳入は、平成 26年度まで増加しています。これは、国の経済対策

や社会保障関係費の増に伴う国県支出金の増加によるものです。 

令和 2 年度から令和 4 年度にかけて、主に国県支出金や市債の増加により、全

体的に増加傾向になると見込んでいます。 

市の歳入の中で大きな割合を占める市税は、ほぼ横ばいで推移すると見込んで

います。 

 
 

 

 

  

 

 

14 )普通会計とは、地方公共団体の会計のうち公営事業会計（本市では、水道事業会計と下水道事業会計が該当

する。）を除く会計を指す。本市の普通会計は、一般会計及び特別会計（国民健康保険特別会計、介護保険

特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計、鶴瀬駅東口土地区画整理

事業特別会計及び公共用地先行取得事業特別会計）を一つの会計としてまとめている。 

出典：普通会計決算状況調書 

   令和 2年度当初予算額 

   中期財政計画（令和 3年度～令和 7年度） 

見込額 
予
算
額 決算額 
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②歳出 

普通会計の歳出は、性質上容易に削減することができない経費である義務的経

費（人件費、扶助費、公債費）が、増加傾向にあります。 

今後も扶助費は増加が見込まれており、それに伴い、公共施設等の修繕や更新

に十分な費用を確保することが難しくなることも考えられます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

③充当可能な地方債・基金等の見込み 

本市では公共施設等の修繕等には、一般財源や地方債で賄うこととしますが、

更新が集中する時期に備え、目標額を定めて公共施設整備基金を積立てるものと

します。 

  

決算額 見込額 
予
算
額 

出典：普通会計決算状況調書 

   令和 2年度当初予算額 

   中期財政計画（令和 3年度～令和 7年度） 
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(2)公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

①公共建築物の更新等費用の見通し 

・ 令和 3年度以降の 40年間で、耐用年数経過時に単純更新した場合は年平均約

27.0 億円が必要ですが、第 3 章の「4．公共施設等の管理に関する基本的な考

え方」に基づく長寿化等を実施した場合は約 6.3億円の効果額を見込めるため、

年平均約 20.7億円に低減します。 

・ しかし、この年平均約 20.7 億円でも、過去 5年間における更新等費用の平均

実績額が約 18.1 億円であり、今後は年平均約 2.6 億円の増加が見込まれます。 

※維持管理・更新等に係る経費の見込みの詳細は、「第 5章 資料 2．中長 

期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み」をご覧ください。 

＜耐用年数経過時に単純更新した場合＞ 

 

＜長寿命化等を実施した場合＞ 
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②インフラ施設の更新等費用の見通し 

・令和 3 年度以降の 40 年間で、耐用年数経過時に単純更新した場合は年平均約

51.1 億円が必要ですが、第 3 章の「4．公共施設等の管理に関する基本的な考

え方」に基づく長寿命化等を実施した場合は約 9億円の効果額を見込めるため、

年平均約 42.1億円に低減します。 

・しかし、この年平均約 42.1億円でも、過去 5年間における更新等費用の平均実

績額が約 40.2億円であり、今後は年平均約 1.9億円の増加が見込まれます。 

※維持管理・更新等に係る経費の見込みの詳細は、「第 5章 資料 2．中長 

期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み」をご覧ください。 

＜耐用年数経過時に単純更新した場合＞ 

 
＜長寿命化等を実施した場合＞ 
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③公共建築物及びインフラ施設の更新等費用の見通し 

・令和 3 年度以降の 40 年間で、耐用年数経過時に単純更新した場合は年平均約

78.1億円が必要ですが、第 3章の「4．公共施設等の管理に関する基本的な考え

方」に基づく長寿命化等を実施した場合は約 15.4 億円の効果額を見込めるた

め、年平均約 62.7億円に低減します。 

・しかし、この年平均約 62.7億円でも、過去 5年間における更新等費用の平均実

績額が約 58.3億円であり、今後は年平均約 4.4億円の増加が見込まれます。 

※維持管理・更新等に係る経費の見込みの詳細は、「第 5章 資料 2．中長 

期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み」をご覧ください。 

＜耐用年数経過時に単純更新した場合＞ 

 

＜長寿命化等を実施した場合＞ 
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的

な方針 
 

１．現状や課題に関する基本認識 

(1)老朽化等への対応 

公共建築物の約 7割が築 30年を経過し、電気、空調、給排水等の設備とともに

構造躯体の老朽化が進んでいます。 

現在は、限られた財源の中で優先順位を付けて改修等を行っていますが、今後、

人口急増期に整備した施設等の更新の需要がさらに増大する見込みです。 

市民生活の充実を図るとともに、施設の機能を維持するため、適切な対応が必

要です。 

 

(2)限られた財源での対応と費用の平準化 

公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みによると、公共

施設等の長寿命化等を実施した場合の維持管理・更新等費用は、令和 3 年度以降

の 40年間で、年平均約 62.7億円と試算されます。これは、平成 27年度から令和

元年度までの 5 年間の修繕等費用の年平均 58.3 億円に対し、約 1.1 倍に増える

ことになります。 

そのため、将来の費用負担を軽減するため、施設そのものの在り方の検討を行

い、再編に取り組む必要があります。 

 

(3)市民ニーズの変化への対応 

今後の少子高齢化の進行による人口減少や人口構成の変化のほか、ライフスタ

イルの変化により、新たな市民ニーズや地域ニーズへの対応が必要になることが

想定されますが、環境の変化にも合わせて、既存施設の用途や利用形態等の見直

しを行う必要があります。 
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２．基本目標 

(1)安全な施設の持続的な提供 

施設の老朽化対策や修繕等を適切に行い、安全な施設を持続的に提供していき

ます。 

このため、施設の老朽化対策や修繕等に係る計画の進捗を管理するための指標

として次のとおり計画投資率を設定し、適正な投資を計画的に行います。 

 

 

計画投資率 ＝                       

 

 

【計画投資率の期別目標値】 

 

第 1 期 

(令和 3 年度～ 

令和 12年度) 

第 2期 

(令和 13年度～

令和 22年度) 

第 3期 

(令和 23年度～

令和 32年度) 

第 4期 

(令和 33年度～

令和 42年度) 

公共建築物 13.5％ 47.5％ 80.4％ 100％ 

インフラ施設 25.0％ 54.2％ 78.3％ 100％ 

公共建築物及び

インフラ施設 
20.2％ 51.4％ 79.2％ 100％ 

 

 

(2)施設保有量の最適化 

  ①社会情勢の変化に合わせた施設運営 

基本構想に掲げる「実りある暮らし」、「充たされたつながり」、「恵まれた生活

環境」及び「成長の継続」による、理想の“未来”を目指し、多世代の市民が多

目的に利用し、人と人とが交流することができるよう、市民ニーズや社会情勢の

変化に合わせた施設の機能と保有量の最適化を図ります。 

 

  ②健全で持続可能な財政運営につながる資産経営 

個別施設計画15）に基づき維持管理を行い、費用の平準化を図るとともに、今後

40年間における削減目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

15 ) 個別施設計画とは、国のインフラ長寿命化基本計画（平成 25年 11月インフラ老朽化対策に関する関係省庁

連絡会議策定）に基づき、富士見市公共施設等総合管理方針に沿って策定する計画で、個別施設の具体的な

対応方針を中長期的な視点で定めるものを指す。 

将来の改修・更新経費の試算総額 

改修・更新の投資実績累計額 

） 
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【40年間における削減目標】 

 

保有し続けた場合

の費用の見込み 

（億円/年） 

a 

充当可能な費用の

見込み（※） 

（億円/年） 

b 

経費の削減目標 

削減金額 

（億円/年） 

ｃ=a-b 

削減割合

（％） 

d=c/a×100 

必要事業費 

（ライフサイク

ルコスト16）） 

78.1 58.3 19.8 （25.4%） 

※ 充当可能な費用の見込みは、直近 5年間の決算額の平均額を参考としています。 

 

  

 

 

16 )ライフサイクルコストとは、施設の計画・設計・施工から、その施設の維持管理を経て最終的な解体処分・

廃棄までに要する費用の総額を指す。ライフサイクルコストは、イニシャルコスト（建設費等の初期費用）

とランニングコスト（改修等の維持管理費用）に大きく分けられ、費用的には後者が大部分を占めるとされ

ている。 
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３．全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

(1)公共施設等マネジメント推進委員会の設置 

本方針の取組を推進するため、公共施設等マネジメント推進委員会を設置して

庁内の合意形成を行っています。同委員会には、下部組織として、個別事項を調

査・検討する建物部会とインフラ部会を設けています。 

 
 

(2)公共施設マネジメントシステムによる情報の管理・活用 

固定資産台帳17）を活用して構築した公共施設マネジメントシステムにより、施

設の改修や維持管理等に関する情報を一元的に管理することで庁内の情報を共有

化し、日常管理や計画の策定等への活用を図ります。 

 

(3)新たな技術等の導入 

ICTやドローン等の新技術の活用を積極的に研究し、費用縮減、管理の効率化

等に努めます。 

 

 

17 )固定資産台帳とは、固定資産の取得から除却・売却に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための

帳簿を指す。所有する全ての固定資産（道路、公園、学校、公民館等）について、取得価額、耐用年数等のデ

ータを網羅的に記載したものであり、財務書類作成の基礎となる補助簿の役割を果たすとともに地方公共団

体の保有する財産（固定資産）の適切な管理及び有効活用の基礎となるものである。 
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４．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

(1)点検・診断等の実施方針 

施設管理者等が、施設点検マニュアル及び劣化状況調査マニュアルに基づき、

日常点検と定期点検を行います。 

 

(2)維持管理・更新等の実施方針 

日常点検と定期点検の結果、予防保全18）又は事後保全19）の対策を検討し、適宜、

個別施設計画の見直しを行いながら、施設の質や機能の確保を図るとともに、効

率的な維持管理・更新等を行います。 

 

(3)安全確保の実施方針 

日常点検と定期点検の結果、危険性がある場合には、使用中止の措置又は修繕

の対応を速やかに講じます。緊急の修繕で対応する場合には、上記の維持管理・

更新等の実施方針にかかわらず、優先的に対応することで、施設の安全を確保し

ます。 

 

(4)耐震化の実施方針 

災害時の拠点施設をはじめ、公共施設等は、国の耐震基準20）等に基づく水準を

引き続き維持します。 

 

(5)長寿命化の実施方針 

個別施設計画に基づき、施設全体と部位のそれぞれに応じた改修等の予防保全

を計画的に行い、長寿命化を図るとともに、費用の平準化を目指します。 

 

(6)ユニバーサルデザイン化の推進方針 

公共施設等の改修・更新等の際には、市民ニーズや施設の状況を踏まえながら

ユニバーサルデザイン21）を推進します。 

 

 

18 )予防保全とは、故障や不具合などが起きる前に対策を講じて、その後の故障や不具合などが起きないように

すること。予防保全を実施することで、突発的な事故が減り、突発的で多額の費用が発生しにくくなるとさ

れている。 

19 )事後保全とは、故障や不具合などが起きた後に対策をとって復帰させること。保全に費やす時間や労力を低

減できるが、エレベーターなどでは故障を放置すると、より大きな故障や事故が発生するため、不向きとさ

れている。 
20 )耐震基準とは、建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造物が最低限度の耐震能力を持っているこ

とを保証し、建築を許可する基準を指す。昭和 56年にこの基準が大きく改正され、以前を旧耐震基準、以降

を新耐震基準と呼んでいる。新耐震基準の建築物は、「震度 5強程度の地震ではほとんど損傷しない建物であ

ること」、及び「震度 6強から 7に達する程度の地震で倒壊・崩壊しない建物であること」が求められている。 

21 )ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、身体能力、国籍など人々が持つさまざまな特性や違いを超え、全

ての人に配慮して心豊かな暮らしづくりを行っていこうとする考え方を指す。 
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(7)統合や廃止の推進方針 

施設の老朽化状況や利用状況等を踏まえ、機能の集約化、複合化、転用等を検

討し、多様化する市民ニーズへの対応を図るとともに、これらの措置による余剰

施設の売却等を行うことで、施設保有量の最適化を図ります。 

 

(8)新規施設の抑制に関する方針 

既存施設の有効活用や長寿命化を図り、新規施設整備の抑制を図ります。 

 

(9)自主財源の確保に関する方針 

公共施設等の使用料、負担金等の受益者負担の適正化や広告等の収入の確保の

ほか、統合や廃止による余剰施設やその敷地の売却や貸付け等により、自主財源

の確保に努めます。 

 

(10) PPP／PFI の活用方針 

PPP／PFI22）により、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用した施設の維持管理・

更新等や民間施設を借用した施設需要への対応を検討します。 

 

(11)広域連携に関する方針 

施設の有効利用、施設管理の効率化、市民サービスの向上などを図るため、近

隣市町との広域連携を検討します。 

 

(12)総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

施設の適切な運営・管理に必要なマニュアルの整備や研修会の開催等により、

職員の意識啓発及びスキルアップを図ります。 

また、国・県、近隣市町、民間企業等と連携し、公共施設等に関する情報の共

有や先進的な取組の活用を図ります。 

  

 

 

22 )PPP／PFIとは、PPP（Public Private Partnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ）と PFI

（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）を指す。PPPとは、公民が

連携して公共サービスの提供を行う枠組み全体のことであり、その手法の一つに PFI という、公共施設等の

設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うも

のがある。 
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主な公共施設等の再編パターン 

 

 

  

方法 内容 イメージ 例 

集約化 

同一機能の複数施

設をより少ない施

設規模や数に集約

すること。 

 ・更新や改築の

際に二つの集

会施設を一つ

に統合する場

合 

 

複合化 

余剰スペース、余

裕スペース等を活

用し、周辺の異な

る機能の施設と複

合化すること。 

 ・学校の余裕教

室に子育て支

援施設の機能

を移転する場

合 

 

転用 

供用廃止後の余剰

施設に、施設の改

修を施し、異なる

機能を導入するこ

と。 

 ・廃校となった

学校施設を改

修し、高齢福

祉施設に転用

する場合 

 

民間活力等

の活用主体

の変更 

周辺の民間施設を

活用すること。 

 ・民間施設を借

り上げて施設

を提供する場

合 

 

事業の実施主体や

管理運営主体を民

間等に変更するこ

と。 

 ・公共施設等を 

 PFIで整備し、

管理・運営を

実施する場合 

広域連携 

近隣自治体の施設

の機能、配置状況

等を踏まえ、施設

を広域で利用する

こと。 

 ・文化施設を近

隣自治体と相

互利用する場

合 

 

余剰施設の

処分 

普通財産などの未

利用施設等を廃止

し、有効活用（売

却や貸付け等）を

すること。 

 ・未利用施設を

廃止し、跡地

を売却する場

合 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

余剰 

同一の
機能 

余剰 

異なる
機能 

Ａ 

Ｂ 

Ａ  Ｂ 

転用 

新たな需要等 

 

Ａ Ｂ 

余剰 

民間施設 
賃借等 

Ａ 民間施設 

公共による施設
の整備、管理運
営等の事業実施 

民間等による施
設の整備、管理運
営等の事業実施 

余剰 

富士見市 

近隣 
自治体 

相互利用 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

廃止   有効活用 

（売却、貸付け等） 
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５．PDCA サイクルの推進方針 

(1)市民との情報共有 

市の公共施設等マネジメントに関する情報を市ホームページに掲載するほか、

必要に応じて市民アンケートやパブリックコメント等を活用し、市民との情報の

共有を図りながら、本方針の推進を図ります。 

 

(2)方針の見直し 

 本方針の進捗管理に当たっては、「富士見市公共施設等マネジメント推進委員

会」において、各年度の対策の進捗状況などを確認するとともに、設定した目標

指標に照らし、毎年度評価を実施することとし、当該評価の結果に基づき、 必要

に応じて適宜本方針を見直します。 

 

【フォローアップの実施のイメージ】 

 

 

 

  

計画目標の進捗状況の評価・検証 

評価・検証の結果を踏まえ、 

改善策を検討 

 

公共施設等マネジメントの取組実施 

富士見市公共施設等総合管理方針の策定（見直し） 

 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

PLAN（計画） 

DO（実施） 

CHECK（評価） 

ACTION（改善） 

PDCA 

サイクル 

Ｐ 

維持管理 

点検 

予防保全 

更新 等 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

１．公共建築物 

(1)学校教育施設 

■類型別施設概要 

 
※経過年数の起算日は、令和 2年度末時点です。 

※複数の棟から成る施設は、主たる棟の建築年度としています。 

※複合施設の主たる施設の延床面積は、従たる施設の延床面積を含んでいます。 

■課題 

●鶴瀬小学校や水谷小学校、本郷中学校等が築 40年以上経過し、多くの公共建築

物で老朽化が進行しています。 

●施設の老朽化が一斉に進み、修繕等の費用増加が見込まれます。 

■今後の方向性 

●個別施設計画に基づき、計画的な維持管理や効果的な施設運営等を図ります。 

●少子化の状況等を勘案し、学校教育施設の再編を検討します。 

●施設点検マニュアル及び劣化状況調査マニュアルに沿った日常点検・定期点検

を行い、施設を適正に管理します。 
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(2)生涯学習施設 

■類型別施設概要 

 

※経過年数の起算日は、令和 2年度末時点です。 

※複数の棟から成る施設は、主たる棟の建築年度としています。 

※複合施設の主たる施設の延床面積は、従たる施設の延床面積を含んでいます。 

※鶴瀬西 3丁目東集会所の主たる施設（鶴瀬西配水場）は、インフラ施設のため、本計画の対象としません。 
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■課題 

●鶴瀬公民館（鶴瀬コミュニティセンター）や水谷公民館等が築 40 年以上経過し、

次いで 10 施設ほどの集会所が築 30 年以上経過しており老朽化が進行していま

す。 

●生涯学習施設は、施設により利用状況に差が見られます。 

●給排水、電気、空調等の設備の故障が多くなってきています。 

 

■今後の方向性 

●個別施設計画に基づき、計画的な維持管理や効果的な施設運営等を図ります。 

●市民ニーズや施設の利用状況等を踏まえた再編を検討します。 

●施設点検マニュアル及び劣化状況調査マニュアルに沿った日常点検・定期点検

を行い、施設を適正に管理します。 
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(3)福祉施設 

■類型別施設概要 

 
※経過年数の起算日は、令和 2年度末時点です。 

※複数の棟から成る施設は、主たる棟の建築年度としています。 

※複合施設の主たる施設の延床面積は、従たる施設の延床面積を含んでいます。 

 

 

■課題 

●複数の保育所や老人福祉センター（びん沼荘）が、築 40年以上経過しています。 
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■今後の方向性 

●個別施設計画に基づき、計画的な維持管理や効果的な施設運営等を図ります。 

●市民ニーズや施設の利用状況等を踏まえた再編を検討します。 

●施設点検マニュアル及び劣化状況調査マニュアルに沿った日常点検・定期点検

を行い、施設を適正に管理します。 
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(4)行政施設・その他施設 

■類型別施設概要 

 
※経過年数の起算日は、令和 2年度末時点です。 

※複数の棟から成る施設は、主たる棟の建築年度としています。 

※複合施設の主たる施設の延床面積は、従たる施設の延床面積を含んでいます。 

■課題 

●市役所や健康増進センターが、築 40年以上経過しています。自転車駐車場は、

更新等の対応時期が一斉に訪れることが想定されています。 

●給排水、電気、空調等の設備の故障が、多くなってきています。 

■今後の方向性 

●個別施設計画に基づき、計画的な維持管理や効果的な施設運営等を図ります。 

●市民ニーズや施設の利用状況等を踏まえた再編を検討します。 

●施設点検マニュアル及び劣化状況調査マニュアルに沿った日常点検・定期点検

を行い、施設を適正に管理します。 
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２．インフラ施設 

(1)道路・橋りょう・河川 

■類型別施設概要 

施設類型 施設小類型 個別施設 

道路・ 

橋りょう 

道路 

 一般道路（実延長 399,190m） 

 自転車歩行者道（実延長 5,318m） 

橋りょう  橋りょう（108本） 

河川 

河川護岸  準用河川（2本、護岸総延長 6,280m） 

排水施設 

 排水機場（25施設） 

 アンダーパスポンプ（8施設）  

 樋管（4 施設） 

 一般下水道ポンプ（3施設） 

■課題 

●道路においては、利便性の向上から道路網の整備の早期完成が望まれています。

また、生活道路では、狭あいな道路の解消が求められています。 

●膨大な量の道路構造物について、定期点検を確実に実施し、計画的に修繕・更新

を行う必要があります。 

●橋りょうにおいては、設置年数が経過した橋が多いことから、安全性の確保が求

められています。 

●排水施設等においては、老朽化が著しい施設が多数を占め、各施設の適正な維持

管理と施設の更新が求められています。 

■今後の方向性 

●道路は、富士見市道路舗装個別施設計画に基づき、計画的な維持管理を図りま

す。 

●橋りょうは、富士見市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理を図り

ます。 

●排水施設は、令和 3年度に策定予定の（仮称）富士見市排水施設等個別施設計画

に基づき、計画的な維持管理を図ります。 

●道路、橋りょう及び排水施設は、日常のパトロ－ルや定期的な点検等を実施し、

施設状況の把握に努めます。 

●河川の堤防等は 1 年に 1 回以上の適切な頻度で除草等の維持管理を行い、施設

状況の把握に努めます。 
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(2)公園 

■類型別施設概要 

施設類型 施設小類型 個別施設 

公園 都市公園  都市公園（54施設） 

■課題 

●市街化区域を中心に整備されていますが、市の公園面積は住民一人当たり 3.71

㎡（令和元年度末現在）で、国の設置基準（住民一人当たり 10 ㎡以上）に対し

ては不足している状況です。 

●公園開設後 20年以上経過しているものが半数程あり、老朽化している施設が多

数あります。 

●今後、人口減少と同時に急激な高齢化が進行していくことから、利用状況、地域

間のバランスを考慮し、その特性に応じた整備と維持管理を進めていくことが

求められています。 

■今後の方向性 

●都市公園については、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な維持管理を図り

ます。ただし、歴史公園に該当する水子貝塚公園及び難波田城公園については、

文化財であるため、別の取扱いとします。 

●遊具等施設の点検を実施し、それに基づいた修繕等を行います。 
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(3)上水道施設 

■類型別施設概要 

施設類型 施設小類型 個別施設 

上水道 水道施設 

 上水道管（総延長 249,147m） 

 浄水場（3施設） 

 配水場（1施設） 

■課題 

●既存管路について、今後順次耐用年数を迎えます。一方で将来の人口減少による

給水収益の減益が見込まれ、耐震化も含め、計画的な更新が必要となります。 

●浄水場・配水場やその附帯設備である機械・電気設備についても更新時期を迎え

るものがあり、計画的な更新が必要となります。 

■今後の方向性 

●富士見市水道ビジョンに基づき、計画的な維持管理を図ります。 

●更新に長期間を要するため、基幹管路（導水管、送水管及び配水本管）や重要施

設への供給管路の更新を優先的に行います。 

●管路の更新基準年数は、耐震性や腐食環境の違いにより設定されるべきことか

ら、継手23）の形式による耐震性の有無、防食塗装の有無、土壌の腐食性の有無、

口径等の状況を考慮し、更新基準年数の見直しを図ります。 

●浄水場・配水場やその機械・電気設備の更新は、調査を実施し、計画的に行いま

す。 

 

  

 

 

23 )継手とは、配管同士を接続する際に使用する部品の総称を指す。 
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(4)下水道施設 

■類型別施設概要 

施設類型 施設小類型 個別施設 

下水道 下水道施設  下水道管（総延長 374,524m） 

■課題 

●昭和 50年前後に埋設した汚水管・雨水管の老朽化が進行し、今後集中して耐用

年数を迎えるため、大規模な施設更新や修繕が必要となります。 

●電気設備があるポンプ施設は点検業務を委託して予防保全に取り組んでいます

が、手動ゲート及び管渠は順次点検・更新を実施していかなければなりません。

また、腐食するおそれの高い管渠・マンホールについては、5年に 1回以上の点

検を実施しています。 

●平成 17年以降に布設している管渠・マンホールは耐震化済みですが、それ以前

に布設している下水道施設については今後、更新とともに耐震化が必要となり

ます。 

●下水道使用料及び他会計補助金が減少傾向にある一方で、管渠費及び減価償却

費などの費用が増加しており、今後も厳しい経営状況が続くことが予測されま

す。 

■今後の方向性 

●下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的な維持管理を図ります。 

●下水道施設の点検、修繕の体制を整備することにより、予防保全を推進し、ライ

フサイクルコストの縮減を図ります。 

●管渠更正工法24）等の新技術を積極的に導入する等、効率的に再整備を進めます。 

  

 

 

24 )管渠更生工法とは、既設管渠を利用し、内面を新管と同等程度に改良する工法を指す。 
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第５章 資料 

１．公共施設等の保有量 

⑴公共建築物 

 

（令和元年度末現在） 

※ 複合施設の面積は、主たる施設の類型に面積を計上しています。 

※ 複数の棟を有する施設の面積は、施設を当初に整備した年度に面積を計上し

ています。 

※ 延床面積は、市が保有する施設の面積としています。 

※ 小数点以下の端数処理の関係で、合計が合致しないことがあります。 

 

  

延床面積

総量 ～S54 S55～H1 H2～H11 H12～H21 H22～R1

(施設数) 40年以上 30年～39年 20年～29年 10年～19年 10年未満

学校教育 126,897㎡ 64,794 36,165 17,690 8,248 0

施設 (20施設) 51.1% 28.5% 13.9% 6.5% 0.0%

生涯学習 42,061㎡ 5,847 13,893 7,342 13,134 1,845

施設 (50施設) 13.9% 33.0% 17.5% 31.2% 4.4%

8,610㎡ 3,809 834 504 2,872 590

(36施設) 44.2% 9.7% 5.9% 33.4% 6.9%

行政施設・ 18,542㎡ 11,245 3,266 3,264 767 0

その他施設 (19施設) 60.6% 17.6% 17.6% 4.1% 0.0%

196,110㎡ 85,695 54,158 28,800 25,021 2,435

(125施設) 43.7% 27.6% 14.7% 12.8% 1.2%

施設類型

整備年度・経過年数

福祉施設

合計
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⑵インフラ施設 

 

（令和元年度末現在）  

～S54 S55～H1 H2～H11 H12～H21 H22～R1

40年以上 30年～39年 20年～29年 10年～19年 10年未満

道路

10 22 7 5 1 63

9.3% 20.4% 6.5% 4.6% 0.9% 58.3%

河川護岸

8 8 12 15 11

14.8% 14.8% 22.2% 27.8% 20.4%

23,195 99,882 77,240 34,252 14,578

9.3% 40.1% 31.0% 13.7% 5.9%

73,847 139,991 75,148 37,034 48,504

19.7% 37.4% 20.1% 9.9% 13.0%

上水道管 249,147m ―

下水道管 374,524m ―

延長　6,280m

排水施設
排水機場（25施設）アンダーパスポンプ（8施設）

　樋管（4施設）　一般下水道ポンプ（3施設）

都市公園 54施設 ―

橋りょう 108本

施設類型 総量

整備年度・経過年数

整備年度

不明分

延長　①一般道路399,190m　②自転車歩行者道5,318m
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２．中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み 

⑴今後１０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 

 

【備考】 

※公共建築物：市が管理する学校教育施設、生涯学習施設等の公共建築物及び工作物のうち、

インフラ施設を除いたものを指す。 

※インフラ施設：産業や生活の基盤として整備される、道路、橋りょう、農道、林道、河川、

公園、護岸、上水道、下水道等の施設（それらと一体となった公共建築物を含む。）を指す。 

※維持管理・修繕：施設の設備、構造物等の機能の維持に必要な点検・調査、補修、修繕等を

指す。補修や修繕に該当する工事とは、実施後の効用が実施前の効用を上回らない保全に該

当する工事を指す。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、

その点検結果に基づく消耗部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等

が該当する。 

※改修：公共施設等を直すことで、改修を行った後の効用が当初の効用を上回るもの（例 耐

震改修、長寿命化改修など）を指す。転用もこれに含む。 

※更新等：老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること

を指す。除却もこれに含む。 

※地方債：主に公共施設等適正管理推進事業債等を指す。 

※現在要している経費（過去 5 年平均額）：平成 27 年度から令和元年度までの公共施設等の維

持管理・更新等に要した経費の平均額を指す。 

  

(百万円)

維持管理

・修繕

（①）

改修

（②）

更新等

（③）

合計（④）

(①+②+③)

財源

見込み

耐用年数経過

時に単純更新

した場合

（⑤）

長寿命化の対

策等の効果額

（削減額）

（⑤-④）

現在要して

いる経費

（過去5年

平均額）

公共建築物(a) 3,301 12,369 4,809 20,478 15,488 ▲ 4,991 1,531

インフラ施設(b) 762 0 9,591 10,353 11,669 1,316 1,160

計(a+b) 4,063 12,369 14,399 30,831 27,156 ▲ 3,675 2,691

公共建築物（c） 0 0 0 0 0 0 0

インフラ施設(d) 16,707 5,230 9,673 31,610 42,260 10,649 2,864

計(c+d) 16,707 5,230 9,673 31,610 42,260 10,649 2,864

3,301 12,369 4,809 20,478 15,488 ▲ 4,991 1,531

17,470 5,230 19,264 41,963 53,929 11,965 4,023

20,770 17,599 24,072 62,442 69,416 6,975 5,554合計（a+b+c+d）

インフラ施設（b+d）

区分

普通会計

地方債

７５％

充当

公営事業

会計

公共建築物合計（a+c）
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⑵今後４０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み 

 

【備考】 

※「⑴今後１０年間の公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込み」に同じ。  

(百万円)

維持管理

・修繕

（①）

改修

（②）

更新等

（③）

耐用年数経過

時に単純更新

した場合

（⑤）

長寿命化の対

策等の効果額

（削減額）

（⑤-④）

現在要して

いる経費

（過去5年

平均額）

公共建築物(a) 13,202 30,512 38,973 108,092 25,404 1,531

インフラ施設(b) 2,883 0 38,206 46,329 5,240 1,160

計(a+b) 16,085 30,512 77,179 154,421 30,644 2,691

公共建築物（c） 0 0 0 0 0 0

インフラ施設(d) 66,641 29,379 31,178 158,147 30,949 2,864

計(c+d) 66,641 29,379 31,178 158,147 30,949 2,864

13,202 30,512 38,973 108,092 25,404 1,531

69,524 29,379 69,383 204,476 36,189 4,023

82,726 59,892 108,357 312,568 61,593 5,554

インフラ施設（b+d） 168,287

合計（a+b+c+d） 250,975

公営事業

会計

0

127,198

127,198

公共建築物合計（a+c） 82,688

区分
合計（④）

（①+②+③）

普通会計

82,688

41,089

123,777



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見市公共施設等総合管理方針 

 

発行 埼玉県富士見市役所総合政策部管財課 

〒354-8511 

埼玉県富士見市大字鶴馬１８００番地の１ 

電話 049-251-2711（代表） 

 

 


